
根室市教育委員会訓令第１号  

 

根室市みらいのアスリート・アーティスト応援事業実施要綱の一部

を改正する訓令をここに公布する。  

 

  令和８年３月１２日 

 

根室市教育委員会  

教育長  波  岸  克  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年３月１２日  

根室市教育委員会訓令第１号  

 

根室市みらいのアスリート・アーティスト応援事業実施

要綱の一部を改正する訓令  

 

根室市みらいのアスリート・アーティスト応援事業実施要綱（平成 25

年根室市教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。  

第４条中「定めるもの」を「定める者」に改める。  

第５条第１項第１号イを削り、同号ア中「タクシー」の次に「、レン

タカー」を、「料金など」の次に「の」を加え、「実費額。」を「実費

額」に改め、同号中アをイとし、同号にアとして次のように加える。  

ア  公共交通機関を使用する場合は、それに要した実費額  

第５条第１項第１号ウ中「額とする。」を「額」に改める。  

第８条中「対象者」の次に「又は助成対象者からの委任を受けた者

（以下「申請者」という。）」を加え、同条第２号中「収支決算書及び

領収書」を「収支決算書及び領収書又はクレジットカードの利用明細書   

の写し」に改め、同条第３号中「（引率者等含む）」を「（引率者等含

む。）」に改め、同条第７号を次のように改める。  

(７ ) 助成対象者からの委任状（別記第２号様式）  

第８条に次の１号を加える。  

(８ ) 教育長が特に必要と認める書類  

第９条中「申請のあった助成対象者」を「申請者」に改める。  

第 10条中「助成対象者」を「申請者」に改める。  

別記第１号様式を次のように改める。  
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」を  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「 

 

」に改める。  

別記第２号様式中「別記第２号様式」を「別記第３号様式（第９条関

係）」に改める。 

次のとおり「別記第２号様式（第８条関係）」を加える。  
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附  則  

この訓令は、令和８年４月１日から適用し、同日以後に実施される大

会について適用する。  

ただし、同日前に実施された遠征については、なお従前の例による。  

 

 


